
仮 借 付 票

〔注〕① 本票はあくまでも仮受付であり、正式の受付ではありません。
② 次のとおり、『有料公園施設利用申込書』の提出と『使用料』を使用日前日までにお支払いた
だくまでは、正式許可となりませんのでご承知ください。
③ 有料公園施設の利用承認の申請は、利用日の 3ヵ 月前からすることができます。
ただし、国際的、全国的、全県的な大会等の場合は 1年前からできます。

④ 催物を円滑に進行していただくため、利用日のlヵ月前までにセンターと打合せをしてください。
⑤  自動車、自転車等については、整理員を配置し、主催者で整理していただく場合があります。
⑥  この申込書により収集した個人情報は、施設の使用承諾の審査及び通知、使用料の徴収、
施設の利用に関するご連絡、その他施設の利用に関する業務の遂行に必要な範囲でのみ利用
します。
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